
　介
護
保
険
は
、
寝
た
き
り
や
認
知
症
な
ど

の
高
齢
者
に
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
総
合

的
・
一
体
的
に
提
供
す
る
こ
と
で
、
本
人
の

生
活
と
家
族
の
介
護
を
支
援
し
、
社
会
全
体

で
老
後
の
安
心
を
支
え
る
仕
組
み
で
す
。

　皆
さ
ん
が
負
担
し
て
い
る
保
険
料
は
、
介

護
保
険
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
の
大
切
な

財
源
で
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◆
65
歳
以
上
の
人（
第
1
号
被
保
険
者
）の
介

護
保
険
料
の
決
ま
り
方
は
？

　介
護
保
険
事
業
の
財
政
の
均
衡
を
保
つ
こ

と
が
で
き
る
よ
う
算
出
さ
れ
た
基
準
額（
※
）

を
も
と
に
、
同
一
世
帯
内
の
住
民
税
課
税
状

況
や
本
人
の
収
入（
所
得
）に
よ
り
保
険
料
を

算
定
し
ま
す
。

※
基
準
額
＝
必
要
と
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
総
費
用
×
65
歳
以
上
の
人
の
負
担
分

（
23
％
）÷
65
歳
以
上
の
人
数

◆
65
歳
以
上
の
人（
第
1
号
被
保
険
者
）の
介

護
保
険
料
の
納
め
方
は
？

　年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人

は
、
市
が
送
付
す
る
納
付
書
で
納
め
ま
す
。

　年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人

は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
な
り
ま
す
。
た

介
護
保
険
料
の

　
　納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

年
末
年
始
の
業
務
に
つ
い
て

だ
し
、
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

で
あ
っ
て
も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
は
、
年
金
か
ら
の
天
引
き
が
開
始
ま
た
は

再
開
さ
れ
る
ま
で
の
間（
6
か
月
か
ら
1
年

間
）市
が
送
付
す
る
納
付
書
で
納
め
ま
す
。

①
年
度
途
中
で
、
65
歳
に
な
っ
た
人

②
年
度
途
中
で
、
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入

し
た
人

③
年
度
途
中
で
、
年
金
の
受
給
が
始
ま
っ
た

人④
年
度
途
中
で
、
所
得
更
正
な
ど
に
よ
り
保

険
料
が
減
額
に
な
っ
た
人（
年
金
天
引
き
が

中
止
さ
れ
ま
す
）

⑤
年
度
途
中
で
、
所
得
更
正
な
ど
に
よ
り
保

険
料
が
増
額
に
な
っ
た
人（
増
額
前
の
保
険

料
は
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
、
増
額
分
を
納

付
書
で
納
め
ま
す
）

⑥
年
金
の
一
時
差
し
止
め
や
支
給
停
止
に

な
っ
た
人

⑦
年
金
担
保
の
借
入
れ
を
行
っ
て
い
る
人

◆
介
護
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
？

　保
険
料
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た

め
、
督
促
・
催
告
な
ど
を
行
っ
て
も
な
お
保

険
料
の
滞
納
が
続
く
場
合
に
は
、
所
有
財
産

（
給
与
報
酬
・
預
貯
金
な
ど
）の
差
押
え
を
行

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
の
滞

納
が
あ
る
場
合
に
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
た
と
き
に
滞
納
期
間
に
応
じ
て
保
険
給

付
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

介
護
保
険
給
付
の
財
源

　介
護
保
険
は
、
65
歳
以
上
の
人（
第

1
号
被
保
険
者
）と
40
歳
か
ら
64
歳
ま

で
の
人（
第
2
号
被
保
険
者
）が
納
め
る

介
護
保
険
料
と
公
費（
税
金
）を
財
源
に

運
営
し
て
い
ま
す
。

国
25％

65歳以上の人
23％

介護保険給付の財源
　　　※居宅サービスの場合

40～64歳の人
27％安中市

12.5％

群馬県
12.5％

介護保険料公費（税金）

高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係
（
☎
内
線
１
１
８
６
）　

本
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　　施設

日付　　

施設　　

　　日付

12
月

12
月

1
月

1
月

27日
（火）

28日
（水）

29日
（木）

30日
（金）

31日
（土）

1日
（日・祝）

2日
（月・振）

3日
（火）

4日
（水）

5日
（木）

27日
（火）

26日
（月）

26日
（月）

28日
（水）

29日
（木）

30日
（金）

31日
（土）

1日
（日・祝）

2日
（月・振）

3日
（火）

4日
（水）

5日
（木）

鉄

道

文

化

む

ら

峠

の

湯

恵

み

の

湯

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
い
き
い
き
長
寿
セ
ン
タ
ー
）

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

あ
ん
な
か
ス
マ
イ
ル
パ
ー
ク

学

習

の

森

安
中
市
文
化
セ
ン
タ
ー

安

中

市

図

書

館

松
井
田
文
化
会
館

松

井

田

図

書

館

碓
氷
川
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

す
み
れ
ヶ
丘
聖
苑

市

役

所

窓

口

（
本
庁
・
支
所
）

休
館
日

年
末
年
始
休
業

年
末
年
始
休
業

休
園
日

年
末
年
始
休
業

年
末
年
始
休
業

年
末
年
始
休
業

年
末
年
始
休
業

年
末
年
始
休
業

休
業
日

（
友
引
）

年
始
休
業

年
末
年
始
休
業

年
末
年
始
休
業

休
館
日

年
末
年
始
休
業

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

休
館
日

プ
ー
ル
の

み
休
館

プ
ー
ル
の

み
休
館

一
部
業
務
を
除
き
、
次
の
と
お
り
休
業
し
ま
す
。

※
1
月
1
日（
日
・
祝
）の
□本 

市
民
課
休
日
窓
口
は
行
い
ま
せ
ん

ふ
る
さ
と
学
習

館
の
み
休
館

図
書
館
の
み

休
館

受
入
時
間

午
前
8
時
30
分
〜
11
時
30
分

午
後
1
時
〜
4
時
30
分

受
入
時
間

午
前
8
時
30
分
〜
11
時
30
分

午
後
1
時
〜
4
時
30
分

サ
ー
ビ
ス
費
用
の
全
額
を
一
旦
自
己

負
担
し
、
申
請
に
よ
り
あ
と
で
保
険

給
付
分
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

保
険
給
付
の
一
部
ま
た
は
全
部
が
差

し
止
め
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
滞
納
保

険
料
分
を
差
し
引
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

利
用
者
負
担
の
割
合
が
引
き
上
げ
ら

れ
る
ほ
か
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

な
ど
が
支
給
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

1
年
以
上

滞
納
す
る
と

1
年
6
か
月
以
上

滞
納
す
る
と

2
年
以
上

滞
納
す
る
と


